
コラム①

　2019 年に福岡市は市制施行 130 年を迎えます。この 130 年の間に街の様子は変化し続けてきました。最近 10
年間をみてみると、博多駅のリニューアル・駅前の再開発、アイランドシティや伊都区画整理地区の開発など、
景観に大きな影響を与えるまちの変化がありました。

　福岡市の景観は、建築物や道路、オープンスペース、農地、そして背景となる豊かな自然環境など様々な要素
が重なり合って形づくられています。こうした構成要素の変化するサイクルは多様であり、建物は30年から50年、
樹木はさらに長い年月をかけて変化、成長し、時間の経過とともに今とは異なる風景が創られていきます。つまり、
今私たちの周りにある景観は、それほど遠くない先代の市民が種をまき育ててきた景観であり、私たちは数十年
後の福岡に住む世代の人たちに、福岡市の誇るべき景観のバトンを渡していく必要があるといえます。

　景観は、そこに住む人、そして来訪する人たちが創り出すもので、まち全体の豊かさを表す一つのバロメーター
と言えます。先代がつくった良好な景観を守り、更に高めていくことで、一緒に福岡市の豊かな未来のかたちを
つくっていきましょう。
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※1…井上孝治「想い出の街」より
※2…写真提供：西日本新聞社
※3…写真提供：地図の資料館「風景の歴史アーカイブ」は、都市景観室のホームページでもご覧いただけます。 福岡市景観計画デザインガイドライン － 7

１　九州・アジアの交流拠点にふさわしい魅力ある景観づくり

・アジアとの交流の歴史や広域的な交通結節機能を背景とした商業・業務の集積あるい
は、豊かな自然を身近に感じることのできる、本市の特性を考慮し、風格と賑わいと
潤いのある景観形成を進めます。

・都心部や副都心では、商業・業務が集積する地域の特性に応じて賑わいのある景観
づくりを進めます。

・市民や事業者が地域への誇りと愛着を持って暮らしていくことができるよう、市民や
エリアマネジメント組織などの地域団体との共働による景観づくりに取り組みます。

２　緑や水辺を守り、活かした景観づくり

・海や山など豊かな自然を保全・活用し、新たに創ることで緑のネットワークや風の道
など環境に配慮した人に優しい潤いのある景観づくりを進めます。

・市民や事業者が地域への誇りと愛着を持って暮らしていくことができるよう、市民や
地域団体との共働による景観づくりに取り組みます。

・海や空からの景観に配慮し、博多湾や山なみの眺望と海岸線の緑の連続性を確保する
ことで、豊かな自然を感じる景観づくりを進めます。

３　計画的市街地整備にあわせた賑わいと活気のある景観づくり

・行政は、景観づくりに向けた市民団体等を積極的に支援し、住民の景観意識の一層の
向上を図るとともに、地域主体の景観づくりを進めます。

・九州大学学術研究都市やアイランドシティなど計画的に市街地整備が進められている
地区において、市民や関係団体と共働で、本市の顔となる景観づくりを進めます。

４　歴史と文化を活かし、刻の厚みを感じられる景観づくり

・歴史的な建造物や祭りなど、景観資源の保全・活用を図り、市民が誇りを持ち、来街
者にも喜ばれる風格のある景観づくりを進めます。

・歴史的な景観資源をネットワーク化して回遊ルートを整備するとともに、案内サイン
等を設置して、来街者のおもてなしに配慮したまちづくりを進めます。

第1節 福岡市が目指す景観

第2章
福岡市における
景観づくりの考え方

■景観形成の基本方針
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第2節 地域特性を活かした景観形成方針

全ゾーン（市全域）
にかかる行為の制限

ゾーンごとの
行為の制限

地区別の
行為の制限

　景観形成の構成として、福岡市全域に関する景観形成方針（階層１）を定め、その上にゾーン
ごとの景観形成方針（階層２）、一番上に都市景観形成地区の方針（階層３）を定めます。

　※階層３の都市景観形成地区については、地区別景観形成基準を定めます。（景観計画第４章、
　　及び景観計画地区別編を参照）


